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特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）

－－－－－－－

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ基礎・土間　Ｓ＝１５ｃｍ◎◎◎◎◎◎◎

○○○○○○○ スラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍスラブ・壁　Ｓ＝１８ｃｍ
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捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２捨てコンクリート　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ　Ｓ＝１２◎◎◎◎◎◎◎

スランプスランプスランプスランプスランプスランプスランプ

設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度設計基準強度

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ新規擁壁については　Ｆｃ＝21Ｎ／ｍｍ

一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ一般、特記以外　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ
2222222

◎◎◎◎◎◎◎

レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。レディミクスコンクリートとする。

宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事標準仕様書」

本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住本工事は補足説明、本特記仕様書、図面、「公共住

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全工事現場周辺の安全

対策対策対策対策対策対策対策

請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出請負者は工事着手前に「工事現場周辺警備計画書」を提出

すること。すること。すること。すること。すること。すること。すること。

警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険警備業者と保険業者との間に締結された「賠償責任保険

契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。契約書」の写しを提出すること。

警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。警備員（交通誘導員）の勤務状況を随時提出すること。

　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表　建設廃棄物マニフェスト（Ａ、Ｂ2、Ｄ、Ｅ票）、集計表

なお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつなお、警備業者は警備業法による届出済みの業者とし、かつ

大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。大阪府下に営業所を有し営業実績のあるものとする。

特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場特記により警備員（交通誘導員）を常時配置し、工事現場

周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。周辺の安全を確保する。

　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの　その他監督職員の指示するもの

　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）　産業廃棄物処理契約書（写）

　警備日報（写）　警備日報（写）　警備日報（写）　警備日報（写）　警備日報（写）　警備日報（写）　警備日報（写）

　警備契約書（写）　警備契約書（写）　警備契約書（写）　警備契約書（写）　警備契約書（写）　警備契約書（写）　警備契約書（写）

　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図　産業廃棄物運搬経路及び付近見取図

　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）　産業廃棄物処分業許可証（写）

提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（施工関係）は以下のものを提出する。提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）提出書類（現場書類）

　工事日報（週報）　工事日報（週報）　工事日報（週報）　工事日報（週報）　工事日報（週報）　工事日報（週報）　工事日報（週報）

　仮設計画書　仮設計画書　仮設計画書　仮設計画書　仮設計画書　仮設計画書　仮設計画書

　実施工程表　実施工程表　実施工程表　実施工程表　実施工程表　実施工程表　実施工程表

　現場記録　現場記録　現場記録　現場記録　現場記録　現場記録　現場記録

　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真　工事写真

特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）特記仕様書（１）

材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等材料の品質等

工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類工事完成時の保存書類

５．コンクリート工事５．コンクリート工事５．コンクリート工事５．コンクリート工事５．コンクリート工事５．コンクリート工事５．コンクリート工事

セメントセメントセメントセメントセメントセメントセメント ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０ポルトランドセメント　ＪＩＳＲ５２１０

少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、少量でなおかつ監督職員の承諾するもの以外は、

型枠型枠型枠型枠型枠型枠型枠

２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠２．一般　合板型枠

１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする１．化粧　打放し用塗装合板型枠とする

ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。ホームタイ（化粧用締付材・Ｐコーン）締付とする。

解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。解体後、保水剤又は防水剤入りモルタル埋めを行う。

打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。打放し部分の出隅は原則として面取り材を使用する。

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、原則とする。メーカーの指定は仕様書によるが、

　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。　事はその施工にあたり、監督職員の立合いを受ける。

◎◎◎◎◎◎◎ ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ２．見本　仕上の程度、色合いなどはあらかじめ

　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。　見本を提出して承諾を受ける。

　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材　仕様書によりがたい場合、または、入手困難な材

　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。　料のある場合は監督職員の承諾を受ける。

　うことができる。　うことができる。　うことができる。　うことができる。　うことができる。　うことができる。　うことができる。

　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行　には、監督職員の承諾を受け、その立会を受けて行

　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事　所で試験を行い、その成績書を提出する。但し工事

　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験　し、封印又は検印を受け、監督職員の承諾する試験

（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取（２）試験の供試体は監督職員の立合いを受けて採取

　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。　認める場合には試験を行う。

　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と　実施する。規定以外でも、監督職員が特に必要と

（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に（１）試験は仕様書に試験を行う規定のある場合に

◎◎◎◎◎◎◎ ３．試験３．試験３．試験３．試験３．試験３．試験３．試験

　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。　は日本農林規格（ＪＡＳ）を標準とする。

（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又（３）試験・検査は日本工業規格（ＪＩＳ）又

施工の検査施工の検査施工の検査施工の検査施工の検査施工の検査施工の検査

　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て　した工程に達したときに検査を受け、承諾を得て

　次の工程に移る。　次の工程に移る。　次の工程に移る。　次の工程に移る。　次の工程に移る。　次の工程に移る。　次の工程に移る。

１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定１．工程検査　各工事はあらかじめ監督職員の指定

２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工２．立合い検査　施工後に検査不可能又は困難な工

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

作成作成作成作成作成作成作成

地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の地元工事説明用資料の

養生養生養生養生養生養生養生

いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。いて、汚損または損傷しないよう適切な養生を行う。

既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等につ◎◎◎◎◎◎◎

完成検査と管理完成検査と管理完成検査と管理完成検査と管理完成検査と管理完成検査と管理完成検査と管理

工事に関する報告工事に関する報告工事に関する報告工事に関する報告工事に関する報告工事に関する報告工事に関する報告

あと片づけあと片づけあと片づけあと片づけあと片づけあと片づけあと片づけ

風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、風紀、衛生の取締、火災盗難、その他の事故防止、

内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない内外を問わず人命、財産などに危害をおよぼさない

よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。よう危険標示、危険防止の設備を設ける。

設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備設備を設けるとともに、必要に応じ消火器類の配備

及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。及び場内排水設備を設ける。

工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理工事現場管理

工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な工事の進捗、作業員の就業、材料の搬入、天候な

どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。どの状況を示す報告を監督職員に提出する。

完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て完成検査時までに仮設物を撤去し、残材など全て

搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。搬出し、清掃、および、あと片づけをする。

工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督工事現場の管理は、作業員、その他出入者の監督

風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護風水害および防火上必要ある場合は、適当な防護

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。請負者は完成検査に立合し、検査員の検査を受ける。

手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。手直しなどある場合は指定の期日までに完成する。

工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま工事完成後は公社に引き継ぎの手続きが完了するま

で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。で請負者の責任で管理する。

排出ガス対策型排出ガス対策型排出ガス対策型排出ガス対策型排出ガス対策型排出ガス対策型排出ガス対策型

建設機械建設機械建設機械建設機械建設機械建設機械建設機械 場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成場合は『排出ガス対策型建設機械指定要領（平成

本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する本工事において、下表に示す建設機械を使用する◎◎◎◎◎◎◎

３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最３年１０月８日付建設大臣官房技術審議官通達、最

出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。出ガス対策型建設機械を使用する。

排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表排出ガス対策型建設機械一覧表

機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞機種＜一般工事用建設機械＞

下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力３０

ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械

○大型ブレーカ○大型ブレーカ○大型ブレーカ○大型ブレーカ○大型ブレーカ○大型ブレーカ○大型ブレーカ

○トラクタショベル○トラクタショベル○トラクタショベル○トラクタショベル○トラクタショベル○トラクタショベル○トラクタショベル

○バックホウ　○バックホウ　○バックホウ　○バックホウ　○バックホウ　○バックホウ　○バックホウ　

○トラックミキサー○トラックミキサー○トラックミキサー○トラックミキサー○トラックミキサー○トラックミキサー○トラックミキサー

○ダンプトラック○ダンプトラック○ダンプトラック○ダンプトラック○ダンプトラック○ダンプトラック○ダンプトラック

下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５下記の機種のうち、ディーゼルエンジン（出力７．５

ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械ｋｗ以上２６０Ｋｗ以下）を搭載した建設機械

○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）○発動発電機（可搬式）

○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）○空気圧縮機（可搬式）

○ローラ　○ローラ　○ローラ　○ローラ　○ローラ　○ローラ　○ローラ　

○ホイールクレーン○ホイールクレーン○ホイールクレーン○ホイールクレーン○ホイールクレーン○ホイールクレーン○ホイールクレーン

○ブルドーザー○ブルドーザー○ブルドーザー○ブルドーザー○ブルドーザー○ブルドーザー○ブルドーザー

第三者への損害第三者への損害第三者への損害第三者への損害第三者への損害第三者への損害第三者への損害

等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない等について充分検討のうえ、近隣に迷惑をかけない

ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、ように努める。また、第三者に損害を与えた場合は、

の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。の拡大防止に努める。

別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害別に定める要領により、速やかに処理を行い、損害

行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。

事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間事前に周辺の状況を調査し、施工方法、施工時間

隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を隣接する駐車場に対しては、工事中充分な養生を

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、現場のおさまり、取り合いなどの関係で、材料、

◎◎◎◎◎◎◎ １．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され１．品質　材料は（仮設工事用材料および特記され

　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。　員の検査を受け、合格したものとする。

　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職　たものを除く）すべて新品とし、使用前に監督職

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎ 工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。工事完成時にＡ４判のファイルに収め提出する。

◎◎◎◎◎◎◎

工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録工事実績情報の登録

工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き工事に伴う諸手続き

◎◎◎◎◎◎◎

おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。おいては請負金額は変更しない。

れらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微なれらによって取付員数を幾分増減するなどの軽微な

寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ寸法、取付位置または工法を多少変え、あるいはこ

軽微な変更軽微な変更軽微な変更軽微な変更軽微な変更軽微な変更軽微な変更

（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）（道路交通法、災害手続きを含む。）

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。る場合または疑いのある場合は監督職員と協議する。

委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。委託を受けたものをいう。

められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理められた権限を有する職員並びに公社より工事監理

監督職員監督職員監督職員監督職員監督職員監督職員監督職員

質疑質疑質疑質疑質疑質疑質疑

本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定本仕様書でいう監督職員とは工事請負契約書に定

設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ設計図書に明記のない場合および内容に相違があ

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

総則 総則 総則 総則 総則 総則 総則 

優先順位優先順位優先順位優先順位優先順位優先順位優先順位 図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。図面、仕様書に疑義がある場合は下記の順位による。

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

１．一般共通事項１．一般共通事項１．一般共通事項１．一般共通事項１．一般共通事項１．一般共通事項１．一般共通事項

◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。◎印は適用事項を示す。

関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。関西電力による仮設を引き込むか発動発電機による。

する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。する。なお、仮設便所を設置する場合は水洗式とする。

利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。利用できる。なお、料金は完成検査までに精算する。

監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より監督職員、地元自治会と打合わせの上、共用部より

構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。構内既存施設は利用できない。

◎◎◎◎◎◎◎工事用水道工事用水道工事用水道工事用水道工事用水道工事用水道工事用水道

工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力工事用電力 ◎◎◎◎◎◎◎

建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを建物を設ける場合は、監督職員、地元自治会と打合せを

◎◎◎◎◎◎◎ 請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設請負事務所・仮設便所・材料置場等、工事に伴う仮設工事用仮設建物工事用仮設建物工事用仮設建物工事用仮設建物工事用仮設建物工事用仮設建物工事用仮設建物

工事現場周辺の工事現場周辺の工事現場周辺の工事現場周辺の工事現場周辺の工事現場周辺の工事現場周辺の

安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策

工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民工事期間中は工事車両の通行に十分留意し、付近住民

の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。の安全を確保するように努める。

は白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査をは白線引き）を行う。縄張り完了後、以下の調査を

行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。行い、監督職員に報告し指示を受ける。

敷地の事前調査敷地の事前調査敷地の事前調査敷地の事前調査敷地の事前調査敷地の事前調査敷地の事前調査

（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中（連続固定）で仮囲いを設ける。仮囲いには、工事中

施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また施工に先立ち、設計図により現場で縄張り（また

１．１．１．１．１．１．１．

会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨会所、マンホール、雨水桝（汚水、雑排水、雨２．２．２．２．２．２．２．

水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）水別、大きさ、深さ別、その他）

排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）排水管（水上、水下、管径、材質、その他）

給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他給水管、散水栓、メーター、その他

ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他ガス管、メーター、その他

電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他電線管、マンホール、その他

関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他関電柱、ＮＴＴ柱、その他

３．３．３．３．３．３．３．

４．４．４．４．４．４．４．

５．５．５．５．５．５．５．

６．６．６．６．６．６．６．

７．７．７．７．７．７．７．

立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、立入禁止等の標識を取り付ける。また夜間、道路、

通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により通路等に面する部分には、監督職員の指示により

赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。赤色点滅灯を取り付ける。

仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い仮囲い

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

２．仮設工事２．仮設工事２．仮設工事２．仮設工事２．仮設工事２．仮設工事２．仮設工事

終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排終改正平成２３年７月１３日』に基づき指定された排

、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。、「建築物解体工事共通仕様書」により施工する。

１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書１．質疑（回答）書

２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書２．補足説明・設計書

３．特記仕様書３．特記仕様書３．特記仕様書３．特記仕様書３．特記仕様書３．特記仕様書３．特記仕様書

４．設計図４．設計図４．設計図４．設計図４．設計図４．設計図４．設計図

５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）５．公共住宅建設工事共通仕様書（平成２８年度版）

（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　（国土交通省住宅局総合整備課　監修）　

６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）６．公共建築工事標準仕様書（平成２８年版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）（国土交通省大臣官房官庁営繕部　監修）

７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）７．建築物解体工事共通仕様書（平成２４年版）

４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　４　工事実績情報の登録」による。　

請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、請負金額（変更含む。）が 500万円以上の工事について、

（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による（財）日本建設情報センター（JACIC）による

登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00登録、問い合せ先：平日9：00～17：00

（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463（財）日本建設情報センター（JACIC）　TEL 03-3505-0463

コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。コリンズ登録を行わなければならない。

17171717171717

材料材料材料材料材料材料材料

継手定着継手定着継手定着継手定着継手定着継手定着継手定着 全て４０ｄ全て４０ｄ全て４０ｄ全て４０ｄ全て４０ｄ全て４０ｄ全て４０ｄ

４．鉄筋工事４．鉄筋工事４．鉄筋工事４．鉄筋工事４．鉄筋工事４．鉄筋工事４．鉄筋工事

ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５ＡＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ２９５Ａ

ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５ＪＩＳＧ３１１２　異形鉄筋　ＳＤ３４５

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

根切・鋤取根切・鋤取根切・鋤取根切・鋤取根切・鋤取根切・鋤取根切・鋤取

する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状する。万一それらに損傷を与えた場合は早急に現状

砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを砂を撹乱しないよう、また、掘り過ぎて埋め戻しを

行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。行う事のないよう丁寧に鋤取る。

残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分残土処分

埋戻埋戻埋戻埋戻埋戻埋戻埋戻

用する。用する。用する。用する。用する。用する。用する。

せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。せず、早急に場外処分地へ搬出処分とする。

３．土工事３．土工事３．土工事３．土工事３．土工事３．土工事３．土工事

門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。門業者に依頼して行うものとする。

に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専に復旧する。なお、復旧は請負者の責任で指定の専

掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土掘削下部を掘り取る場合は、掘削最下面以下の土

残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置残土は場外自由処分とする。なお、現場内に放置

埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転埋戻し土は、特記以外は掘削土の内、良質土を転

路床路床路床路床路床路床路床

を行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければを行って一様な支持力をもった路床としなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。

てはならない。てはならない。てはならない。てはならない。てはならない。てはならない。てはならない。

アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。アスファルト等の舗装を行う路床は、下記による。

掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計掘削（及び盛り土）後凹凸のないよう縦横断計１．１．１．１．１．１．１．

２．２．２．２．２．２．２．

路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し路床軟弱で練り返すおそれのある箇所は転圧し３．３．３．３．３．３．３．

画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧画に従って不陸直し、整正を行い、ローラ転圧

転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用転圧は２．５ｔ程度以上の振動ローラ等を使用

し転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパし転圧不能な箇所は、インパクトローラ、コンパ

クター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行なクター、ランマ等を使用し、充分に締固めを行な

わなければならない。わなければならない。わなければならない。わなければならない。わなければならない。わなければならない。わなければならない。

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意掘削を行う場合、既設埋設物や近接構造物に留意

監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所監督員事務所 ・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし・　設置する　　　　　・　設置なし

地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す地元工事説明用資料等を監督職員と協議の上作成す

ること。ること。ること。ること。ること。ること。ること。

道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。道路交通法による積載制限を遵守する。

塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 塊、その他残材等の廃棄物については、各関係規則 

及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。及び、通達事項を厳守して処分する。

なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、なお、処分地、処理施設、運搬経路、質量等を、

書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。書面にて監職督員に報告する。

地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、地中障害物は、現状のまま監督職員の立会を受け、

監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。監督職員と協議の上処理する。

地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧地中埋設管等破損の補修は、請負者の責任で復旧

する。する。する。する。する。する。する。

本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入本工事は入居者が居住しながらの施工であるため入

居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に居者への日常生活の安全及びプライバシーの確保に

努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工努めること。また常に入居者への連絡を密にして工

事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。事中の安全対策に十分留意すること。

工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周工事現場へ出入りする車輌は、泥土等を落とし周

辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。辺に迷惑のかからない様にする。

完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び完成検査時に工事範囲内（仮囲い内部）の雑草は除草及び

処分すること。処分すること。処分すること。処分すること。処分すること。処分すること。処分すること。

騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は騒音規制法にかかる特定建設作業を行う作業期間中は

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

発生材の運搬発生材の運搬発生材の運搬発生材の運搬発生材の運搬発生材の運搬発生材の運搬

発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理発生材の処理

地中障害物地中障害物地中障害物地中障害物地中障害物地中障害物地中障害物

警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）警備員（交通誘導員）

入居者への留意入居者への留意入居者への留意入居者への留意入居者への留意入居者への留意入居者への留意

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

事項及び安全対策事項及び安全対策事項及び安全対策事項及び安全対策事項及び安全対策事項及び安全対策事項及び安全対策

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

その他その他その他その他その他その他その他

施工中の環境保全等施工中の環境保全等施工中の環境保全等施工中の環境保全等施工中の環境保全等施工中の環境保全等施工中の環境保全等
騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）騒音振動観察装置（デジタル表示機能・記録機能付）

を設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値でを設置し、工事中の騒音振動データをデシベル値で

公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で公開表示すること。また、計測データは、日報および月報で

集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。集計の上、監督員へ提出すること。

机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、机、いす、書棚、白板、掛け時計、寒暖計、ゴム長靴、雨合羽、保護帽、

懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、懐中電灯、FAX機能付電話機、コピー機、衣類ロッカー、エアコン、

消火器、掃除具消火器、掃除具消火器、掃除具消火器、掃除具消火器、掃除具消火器、掃除具消火器、掃除具

Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正 Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　Ｈ25.07修正　Ｈ29.04修正　Ｈ30.07修正　Ｈ30.10修正　

◎◎◎◎◎◎◎ ユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレユニットハウス　ユニットトイレ

サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度サイズ　2320×3920　850×1800　2か月程度

電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む電気・上下水道設置含む

設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。設置位置（・工区内　・工区外）は、監督職員と協議する。

備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）備品は下記のとおり（員数については監督員の指示による）

警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。警備員（交通誘導員）１名　常駐。

ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。ユニットトイレは工区内に設置する。

変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に変更は監督職員の指示によって行う。この場合に

現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを現場調合のものは監督職員立会いの上、行うことを

　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合　現場・製作工場等で試験を行うことが適当な場合

整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の整理整頓について、充分注意する。また、工事現場の

工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート工事に伴って生ずる土砂、瓦れき、コンクリート

工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量工事範囲及びその周辺（以下同じ）の高低測量

工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００工事範囲には、鋼板塀（一部透明板）Ｈ＝３，０００

水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。水道・電気等の申請手続きは一切請負者が行う。

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月



工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称

図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称

縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ

製      図製      図製      図製      図製      図製      図製      図

（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 No.No.No.No.No.No.No.
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所
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所

設
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所

設
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所

設
計
事
務
所

設
計
事
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所

設
計
事
務
所

003003003003003003003

特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）

－－－－－－－

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２

種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管種類　ＶＰ管

　る。　る。　る。　る。　る。　る。　る。

４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす４．敷均した時の混合物の温度は１１０℃以上とす

熱式とする。熱式とする。熱式とする。熱式とする。熱式とする。熱式とする。熱式とする。

ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加ＮＯ．文字及び、区画線のラインファルト白色は加

ＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍＮＯ．文字は巾５０ｍｍ以上１文字Ｈ＝３００ｍｍ

Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。Ｗ＝２００ｍｍとする。

で鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍで鮮明に画くものとし、区画線は、巾１５０ｍｍ

アルミ既製品アルミ既製品アルミ既製品アルミ既製品アルミ既製品アルミ既製品アルミ既製品

ＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げＳＵＳ３０４　ＨＬ仕上げ

　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職　　その他舗設部に不良箇所がみられた場合は監督職

ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事ＮＯ．文字工事

図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色図示及び監督職員の指示通り、ラインファルト白色

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の５．混合物の締め固めは２．５ｔ振動ローラ以上の

へ搬出処分する。へ搬出処分する。へ搬出処分する。へ搬出処分する。へ搬出処分する。へ搬出処分する。へ搬出処分する。

解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外解体撤去材は、現場内に在置せず、すみやかに場外

撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の撤去に当たり必要と思われる物、又は、監督職員の

指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。指示する物は、先行して施工完了し、後撤去する。

移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。移設物は現況に合わせ設置する。

移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会移設先は、監督職員の指示、または、地元自治会

ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。ならない。

らない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねばらない。使用舗設機械は常に良く整備しておかねば

使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな使用する舗設機械は監督職員の承諾を得なければな

磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　磁器質段鼻タイル　

磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　磁器質床用タイル　１５０×１５０　

ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００ＪＩＳＧ３３５０　ＳＳＣ４００

ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００ＪＩＳＧ３４４４　ＳＴＫ４００

鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材鋼材 ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００ＪＩＳＧ３１０１　ＳＳ４００

１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事１９．ガス設備工事

１６．撤去工事１６．撤去工事１６．撤去工事１６．撤去工事１６．撤去工事１６．撤去工事１６．撤去工事

１５．移設工事１５．移設工事１５．移設工事１５．移設工事１５．移設工事１５．移設工事１５．移設工事

１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事１２．屋外付帯工事

１１．塗装工事１１．塗装工事１１．塗装工事１１．塗装工事１１．塗装工事１１．塗装工事１１．塗装工事

１０．左官工事１０．左官工事１０．左官工事１０．左官工事１０．左官工事１０．左官工事１０．左官工事

９．金属工事９．金属工事９．金属工事９．金属工事９．金属工事９．金属工事９．金属工事

８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事８．屋根及びとい工事

７．タイル工事７．タイル工事７．タイル工事７．タイル工事７．タイル工事７．タイル工事７．タイル工事

６．鉄骨工事６．鉄骨工事６．鉄骨工事６．鉄骨工事６．鉄骨工事６．鉄骨工事６．鉄骨工事

　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ　縁石、その他のコンクリート製品は、全てＪＩＳ

ホーキ目仕上げホーキ目仕上げホーキ目仕上げホーキ目仕上げホーキ目仕上げホーキ目仕上げホーキ目仕上げ

色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出色合いは、見本帳又は、塗り見本を監督職員に提出

規格品を使用する。規格品を使用する。規格品を使用する。規格品を使用する。規格品を使用する。規格品を使用する。規格品を使用する。

スロープ手摺スロープ手摺スロープ手摺スロープ手摺スロープ手摺スロープ手摺スロープ手摺

硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）硬質塩化ビニル一般管（ＶＵ）

塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品塩化ビニル製角樋、落口自在ドレーン　市場品

屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板屋根・腰　カラーガルバニウム鋼板

（片面指定カラー）（片面指定カラー）（片面指定カラー）（片面指定カラー）（片面指定カラー）（片面指定カラー）（片面指定カラー）

竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋竪樋

軒樋軒樋軒樋軒樋軒樋軒樋軒樋

折版折版折版折版折版折版折版

材料材料材料材料材料材料材料

との打合わせによる。との打合わせによる。との打合わせによる。との打合わせによる。との打合わせによる。との打合わせによる。との打合わせによる。

（工場塗装）（工場塗装）（工場塗装）（工場塗装）（工場塗装）（工場塗装）（工場塗装）

錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料

ける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定されたける。柱、梁、母屋、破風は、全て指定された

場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。場所以外に継手を設けないこと。

に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定に提出し、承諾を受ける。又、現寸図（型板及び定

設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員設計図書に基づき各部の工作図を作成し、監督職員現寸検査現寸検査現寸検査現寸検査現寸検査現寸検査現寸検査

アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％アスファルト量範囲％ カッター切りカッター切りカッター切りカッター切りカッター切りカッター切りカッター切り

に準じる。に準じる。に準じる。に準じる。に準じる。に準じる。に準じる。

事に含む。事に含む。事に含む。事に含む。事に含む。事に含む。事に含む。

ずる。ずる。ずる。ずる。ずる。ずる。ずる。

撤去材撤去材撤去材撤去材撤去材撤去材撤去材

先行工事先行工事先行工事先行工事先行工事先行工事先行工事

移設移設移設移設移設移設移設

アスファルトコンクリートアスファルトコンクリートアスファルトコンクリートアスファルトコンクリートアスファルトコンクリートアスファルトコンクリートアスファルトコンクリート

細粒度細粒度細粒度細粒度細粒度細粒度細粒度
種類種類種類種類種類種類種類

最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）最大粒径（㎜）

　　２６．５　　２６．５　　２６．５　　２６．５　　２６．５　　２６．５　　２６．５

　　１３．２　　１３．２　　１３．２　　１３．２　　１３．２　　１３．２　　１３．２

　　　　４．７５　　　　４．７５　　　　４．７５　　　　４．７５　　　　４．７５　　　　４．７５　　　　４．７５

　　　　２．３６　　　　２．３６　　　　２．３６　　　　２．３６　　　　２．３６　　　　２．３６　　　　２．３６

　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５　　　　　０．０７５

１９１９１９１９１９１９１９

　　　　０．１５　　　　０．１５　　　　０．１５　　　　０．１５　　　　０．１５　　　　０．１５　　　　０．１５

　　　０．３　　　０．３　　　０．３　　　０．３　　　０．３　　　０．３　　　０．３

　　　０．６　　　０．６　　　０．６　　　０．６　　　０．６　　　０．６　　　０．６

　９５～１００　９５～１００　９５～１００　９５～１００　９５～１００　９５～１００　９５～１００

　１２～　２７　１２～　２７　１２～　２７　１２～　２７　１２～　２７　１２～　２７　１２～　２７

　２５～　４０　２５～　４０　２５～　４０　２５～　４０　２５～　４０　２５～　４０　２５～　４０

　　４～　１０　　４～　１０　　４～　１０　　４～　１０　　４～　１０　　４～　１０　　４～　１０

６．０～８．０６．０～８．０６．０～８．０６．０～８．０６．０～８．０６．０～８．０６．０～８．０

　　８～　２０　　８～　２０　　８～　２０　　８～　２０　　８～　２０　　８～　２０　　８～　２０

　５０～　６５　５０～　６５　５０～　６５　５０～　６５　５０～　６５　５０～　６５　５０～　６５

　６５～　８０　６５～　８０　６５～　８０　６５～　８０　６５～　８０　６５～　８０　６５～　８０

１００１００１００１００１００１００１００

１３１３１３１３１３１３１３

―――――――

　調整する。　調整する。　調整する。　調整する。　調整する。　調整する。　調整する。

　締め固める。　締め固める。　締め固める。　締め固める。　締め固める。　締め固める。　締め固める。

　ばならない。　ばならない。　ばならない。　ばならない。　ばならない。　ばならない。　ばならない。

　い。　い。　い。　い。　い。　い。　い。

　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな　員の指示通り、すみやかに補修しなければならな

　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ　その部分を切り取ってから隣接部を施工しなけれ

　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合　分締め固められていない場合やきれつが多い場合

　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充　上げなければならない。すでに舗設した端部が充

６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕６．継ぎ目は十分に締め固めて密着させ、平坦に仕

　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で　パクトローラ、ソイルコンパクター、ランマ等で

　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン　ローラで充分締め固める。転圧不能な箇所はイン

　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。　物が分離しないよう注意する。

３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合３．機械仕上がり不可能な箇所は人力施工とし混合

　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を　た後に所定の断面勾配となるよう、速度その他を

１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー１．混合物の敷均しはアスファルトフィニッシャー

２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め２．フィニッシャーは仕上げ面が平坦で、締め固め

　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。　又は人力施工とする。

区画線区画線区画線区画線区画線区画線区画線

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲工事範囲

規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受規を含む）を作成し、監督職員の工場現寸検査を受

１７．電気工事１７．電気工事１７．電気工事１７．電気工事１７．電気工事１７．電気工事１７．電気工事

１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事１８．給排水衛生冷暖房設備工事

電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。

電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。電気工事に準ずる。
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％
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◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。　調査結果より、排水勾配を決定する。

　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。　全てＪＩＳ規格品とする。

掃する。掃する。掃する。掃する。掃する。掃する。掃する。

１３．排水工事１３．排水工事１３．排水工事１３．排水工事１３．排水工事１３．排水工事１３．排水工事

合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント合成樹脂調合ペイント

（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）（ＳＯＰ）

コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品

コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品コンクリート製品

既設排水管の清掃既設排水管の清掃既設排水管の清掃既設排水管の清掃既設排水管の清掃既設排水管の清掃既設排水管の清掃

排水排水排水排水排水排水排水

所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清所まで（水上、水下共）の排水管を高圧洗浄にて清

　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会　既設会所へ接続した場合は、その会所より次の会

特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）特記仕様書（２）

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

し承諾を受ける。し承諾を受ける。し承諾を受ける。し承諾を受ける。し承諾を受ける。し承諾を受ける。し承諾を受ける。

（現場塗装）（現場塗装）（現場塗装）（現場塗装）（現場塗装）（現場塗装）（現場塗装）

ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）

（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）（シアナミド鉛さび止めペイント）

錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料錆止め塗料

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）ＪＩＳＫ５６２５（Ａ種）

(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）(シアナミド鉛さび止めペイント）

ＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗りＪＩＳＫ５５１６（Ｂ種）２回塗り

○○○○○○○ ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。ホーキで勾配方向に対して直角方向に刷いて仕上る。

電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者電気工事の施工業者は原則として大阪市入札参加資格業者

（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。（電気設備工事）とする。

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の２．粒調路盤材料の敷均しにあたっては、材料の

１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適１．粒調路盤材料は、均一な粒度および締固めに適

３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職３．粒調路盤材料は、工事に使用する以前に監督職

１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等１．粒調路盤材料は、堅硬で耐久的な砕石、玉石等

アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事アスファルト舗装工事

プライムコート工事プライムコート工事プライムコート工事プライムコート工事プライムコート工事プライムコート工事プライムコート工事

粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事粒度調整路盤工事

１４．舗装工事１４．舗装工事１４．舗装工事１４．舗装工事１４．舗装工事１４．舗装工事１４．舗装工事

　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。　員に提出し、承諾を得なければならない。

材料材料材料材料材料材料材料

　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。

プライムコートプライムコートプライムコートプライムコートプライムコートプライムコートプライムコート

　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳　ＰＫ－３とする。　　なお、石油アスファルト乳

　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、　（石油アスファルト乳剤）により、種別は、

１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　１．プライムコート用の乳材は、ＪＩＳＫ２２０８　

　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。　物を汚さないよう所定の量を均一に散布する。

３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造３．散布にあたっては散布温度に注意し、付近構造

　を除去する。　を除去する。　を除去する。　を除去する。　を除去する。　を除去する。　を除去する。

　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物　乾燥させ不陸を整正し、浮石、ごみその他有害物

２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に２．プライムコートを施す路盤面は施工前、適度に

　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら　剤は製造後６０日をこえたものを使用してはなら

　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。　ない。

材料材料材料材料材料材料材料

締固め締固め締固め締固め締固め締固め締固め

混合及び敷均し混合及び敷均し混合及び敷均し混合及び敷均し混合及び敷均し混合及び敷均し混合及び敷均し

　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。　締固めの機種は路床工に準ずる。

　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。　分離をさけ、均一に敷均さなければならない。

　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら　した含水比が得られるように混合しなければなら

　はならない。　はならない。　はならない。　はならない。　はならない。　はならない。　はならない。

　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで　で、粘度塊、有機物ごみ、その他を有害量含んで

　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石　または品質および粒度が規定に適合する切込砕石

　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの　を砂あるいはその他の適当な材料と混合したもの

舗設機械舗設機械舗設機械舗設機械舗設機械舗設機械舗設機械

アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装アスファルト舗装

立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。立ち配合決定表を提出し、監督職員の承諾をうける。

骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度および配合は次表を標準とし、混合に先骨材の粒度配合骨材の粒度配合骨材の粒度配合骨材の粒度配合骨材の粒度配合骨材の粒度配合骨材の粒度配合

ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。ストレートアスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７による。

再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、再生アスファルトはＪＩＳ Ｋ ２２０７に準ずるものとし、

骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト骨材は砕石ＪＩＳＡ５００１による。またアスファルト

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

○○○○○○○

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

◎◎◎◎◎◎◎

　による。　による。　による。　による。　による。　による。　による。

○○○○○○○

○○○○○○○

硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管硬質ポリ塩化ビニル管

砂利地業砂利地業砂利地業砂利地業砂利地業砂利地業砂利地業 再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）再生クラッシャラン（Ｂ種）

硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。硬質ポリ塩化ビニル管継手（DV）　継手工法は接着剤とする。

２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２２．路盤材料の種別．品質等は、「標仕」表２２．３．２

「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）「標仕」表２２．４．２ を標準とする。（６０～８０）

石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子石灰岩又は火成岩を粉砕したもので、含水率１％以下で微粒子

 による。 による。 による。 による。 による。 による。 による。

による。による。による。による。による。による。による。

◎◎◎◎◎◎◎ 再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない再生材料は有害な量の粘土塊、有機物、ごみ等を含まない

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

◎◎◎◎◎◎◎舗装の平坦性舗装の平坦性舗装の平坦性舗装の平坦性舗装の平坦性舗装の平坦性舗装の平坦性 通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。通行の支障となる水溜りを生じない程度とする。

騒音等に関する騒音等に関する騒音等に関する騒音等に関する騒音等に関する騒音等に関する騒音等に関する

注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項注意事項

◎◎◎◎◎◎◎ コンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シコンクリートのハツリ解体を行う場合は、防音シ

－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。－トにて囲うこと。

騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に騒音、振動に関し関係法令を遵守すると共に、入居者に

迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。迷惑をかけないよう充分注意して施工すること。

コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ コンクリート再生骨材の品質は、「標仕」表２２．４．２ 

の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３の団粒のないものとし、粒度範囲は「標仕」表２２．４．３

（表２２．４．４）（表２２．４．４）（表２２．４．４）（表２２．４．４）（表２２．４．４）（表２２．４．４）（表２２．４．４）

Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正Ｈ20.04修正 Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正Ｈ22.07修正 Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正Ｈ25.07修正　　Ｈ30.07修正
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移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図移設に伴う新設部は、本工事の仕様及び設計図

移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工移設に伴う補足材の取付及び損傷・取合い部の塗装は、本工

移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準移設に伴う撤去部分は、本仕様の撤去工事に準

撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。撤去に伴う取り合い部は、カッター切りを行う。

設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。設備工事の監督職員がいる場合は協議・確認をすること。

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月○○年○○月



工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

No. （     枚の内）図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

－

Ａ２

アスベスト含有

成形板等の除去

吹き付け材の除去

アスベスト含有◎

特記仕様書（３）

004

（「建築物解体工事共通仕様書」）

.5.1～6.5.4によるほか、次による。

塵の飛散防止を兼ねて、十分な水圧と

水量を確保できる散水設備を設けるこ

と。

「大阪府生活環境の保全に関する条例

」による届出、書類の作成を行い監督

員に提出する。

境の保全等に関する条例に基づき、工

事の実施の際には設計図書その他の資

料を参考に事前調査を行い、事前調査

結果詳細票を作成し、監督員に対し、

事前調査書面を提出して事前調査結果

を説明すること 。

すること。

明示する。

の処分は管理型最終処分場で埋立処分

以外のアスベスト含有成形板の処分は

石綿含有産業廃棄物として安定型最終

処分場で埋立処分すること

板の処分が完了した場合は、マニュフ

実に行われたことの確認を受ける。

建材の場合は、アンカー施工時に先立

工を行うこと。

◎ アスベスト含有吹付材の除去は6.3.1～

6.3.4 によるほか、「吹付けアスベス

ト等粉じん飛散防止処理工事仕様書（

る。 

6章3節アスベスト含有建材の除去及び処理

6章5節アスベスト含有成形板の除去は6

（１）解体を行う建築物と同等以上の

（２）アスベストの飛散防止と一般粉

（３）除去するアスベスト含有成形板

（４）大気汚染防止法、大阪府生活環

（７）アスベスト含有せっこうボード

（８）撤去されたアスベスト含有成形

（９）外壁仕上げ材がアスベスト含有

（６）マニュフェストには、がれき類

処理は次による。

(ii)(i)以外を行う場合は、メーカー仕

□レベル 1

□レベル 3

なお、現場確認のうえ除却工法が施工

困難な場合は、監督員との協議による

施工に先立ち 、剥離状況の確認及び試

験施工 (3 面程度）を行うこと。なお

、試験施工を行う場合は、環境測定を

行う。

（測定箇所は環境省、水・大気環境局

アスベストモニタリングマニュアル

（第 4.0 版）3.1.1(2))

様による。

i)剥離剤併用手工具ケレンエ法

（イ） アスベスト含有建材吹付塗材の

（ハ）除却工法は次による。

□集じん装置付高圧水洗工法

□超音波ケレンエ法 (HEPA フィルター

□剥離剤併用高圧水洗工法

（口15M PAa 以下・□30- 50MPa 程度

・□l OOMPa 以上）

付掃除機併用含む）

※塗布量及び塗布後の養生期間はメー

カー仕様によ。る

※塗分けは図示による。

（□30- 50MPa 程度・□l OOMPa 以上）

※塗布董及び塗布後の養生期間はメー

カー仕様による。

□剥離剤併用超音波ケレンエ法

ケレンエ法

□その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

（ロ）養生の種別　試験施工の結果による

■レベル 2

特記仕様書（３）

２０．アスベスト含有建材の除去および処理（建解共6章）

凡例 ◎印は適用事項を示す。

21

高さにシート等にて養生を行うこと。

の使用面積が1,000㎡以上の場合

（５）事前調査書面（写）は３年間保存

（石綿含有産業廃棄物）であることを

し、アスベスト含有せっこうボード

ェストを監督員に提出し、処分が確

ち湿潤のうえ必要な部分を除去し施

（10）アスベスト含有吹付塗材処理工事

□剥離剤併用手工具ケレンエ法（□溶

剤系・□非溶剤系）

■集じん装置付ディスクグラインダー

平成 30年 6月）大阪市都市整備局」によ

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月



工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称工 事 名 称

図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称図 面 名 称

縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺縮      尺

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ原寸図面サイズ

製      図製      図製      図製      図製      図製      図製      図

（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）（     枚の内）図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号 No.No.No.No.No.No.No.
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特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)特記仕様書(工事記録写真撮影要領)

　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出　　 完成後の「塗膜防水施工箇所」を対比できるように整理し ２部 提出

（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、（3）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真及び、工事着手前の「塗膜防水施工箇所」、

（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出（2）完成後の全体写真（付属棟共）のみを整理し １部 提出

（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

する時期する時期する時期する時期する時期する時期する時期

工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示工事着手前、マーキング完了時、各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示

■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期

特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）特記仕様書（工事記録写真撮影要領）

章章章章章章章 項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目項　　目 特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項特　記　事　項

1111111 総則総則総則総則総則総則総則 ■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。■  工事記録写真の作成については、本要領により取扱うものとする。
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3333333

2222222 撮影方法撮影方法撮影方法撮影方法撮影方法撮影方法撮影方法

■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と■  請負者はこの要領に基づき工事の記録写真を撮影しなければならない。ただし、監督職員と

2222222 写真の種別写真の種別写真の種別写真の種別写真の種別写真の種別写真の種別 ■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。■  この要領にいう工事写真とは次に示すものをいう。

（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真（２） 工事工程写真

（３） 完成写真（３） 完成写真（３） 完成写真（３） 完成写真（３） 完成写真（３） 完成写真（３） 完成写真

（４） 全体写真（４） 全体写真（４） 全体写真（４） 全体写真（４） 全体写真（４） 全体写真（４） 全体写真

  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。  屋上防水改修工事の場合  ：  住棟毎に屋上全体を撮影したもの。

（５） 対比写真（５） 対比写真（５） 対比写真（５） 対比写真（５） 対比写真（５） 対比写真（５） 対比写真

写真の形状写真の形状写真の形状写真の形状写真の形状写真の形状写真の形状3333333 ■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。■  工事写真はカラー写真とし、写真の大きさはＬ版（8.9ｃｍ×12.7ｃｍ程度）とする。

4444444 ■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数■  デジタルカメラは、高画質（文字・数字・色等撮影対象が識別できること）で200万画素数デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格デジタルカメラ等の規格

■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。■  プリンターの解像度も上記の高画質を満たすこと。

5555555 写真の整理写真の整理写真の整理写真の整理写真の整理写真の整理写真の整理

■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。■  提出部数については、「3. 工事別の写真撮影時期と撮影箇所等」 の項で指示する。

■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。■  アルバムは、Ａ４サイズ（30ｃｍ×21ｃｍ程度）の工事写真帳で市販品とする。

1111111
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    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。    協議のうえ、デジタルカメラによる記録も可とする。

■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、■  この要領は改修工事等に適用するものとする。撮影箇所、写真枚数等は本要領により、

    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。    詳細は監督職員と協議のうえ定めるものとする。

（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真（１） 工事着手前の写真

  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。  外壁改修工事の場合      ：  住棟（付属棟）毎に建物外景４面を撮影したもの。

　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること　　　　　　　　　　　　　　　建物の各対角線上から、外壁面２面が入るアングルで撮影すること

■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が■  デジタルカメラ撮影に使用するソフトウェアは、画像をソフトウェアに登録後、画像処理が

    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。    行えないものとし、工事記録写真撮影要領を満たすものとする。

■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を■  デジタルカメラ及びプリンター、ソフトウェア等については、事前に出来上がり状態を

    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。    確認できる見本等を提出し、監督職員と協議すること。

■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに■  工程写真（着工前の写真を含む）と完成写真及び全体写真は、それぞれ別冊にしてアルバムに

    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。    整理して提出する。なお、完成写真及び全体写真はネガフィルムを添えて提出する。

    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は    デジタルカメラ使用の場合は、工程写真（着工前の写真を含む）、完成写真及び全体写真は

■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに■  工事写真は工事着手前から完成までの経過が把握できるように、一括して順序よくアルバムに

    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは    整理する。特に工程写真はそれぞれの工事の施工順に従い整理・編集し、写真のみでは

    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。    概要（工事内容､工事期間等）､請負者名､現場代理人名等を記入する。

■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の■  アルバムの表紙及び背表紙には工事名称を明記する｡また､アルバムの第１頁には工事の

1111111 用具用具用具用具用具用具用具 ■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。■  撮影に当たっては所定の用具のほか、特に次のものを準備し目的物に添える。

（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を（１） 図に示すような形状・寸法 又は 監督職員と協議のうえ指示される形状・寸法の黒板等を

    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。    作成し、必要事項を記入のうえ写真の一部に写し込む。

撮影場所撮影場所撮影場所撮影場所撮影場所撮影場所撮影場所

工事名工事名工事名工事名工事名工事名工事名

50ｃｍ程度50ｃｍ程度50ｃｍ程度50ｃｍ程度50ｃｍ程度50ｃｍ程度50ｃｍ程度

40ｃｍ程度40ｃｍ程度40ｃｍ程度40ｃｍ程度40ｃｍ程度40ｃｍ程度40ｃｍ程度

（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に（２） 目的物に添えるスケールは、箱尺又は幅広のスケールとし目盛の表示が大きく、使用に

       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。       際してたるまないものとする。
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2222222

■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。■  撮影に当たっては次の点に留意する。

     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。     同符号でまぎらわしいものは、撮影場所 及び 説明図等を添記する。

1111111 屋上防水改修工事屋上防水改修工事屋上防水改修工事屋上防水改修工事屋上防水改修工事屋上防水改修工事屋上防水改修工事

■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。■  工事は常に進ちょくしているので撮影時期を失わないよう注意すること。3333333 撮影時期撮影時期撮影時期撮影時期撮影時期撮影時期撮影時期

■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。■  中間施工状況の写真は、各工程ごとに撮影漏れのない様にすること。

（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1） 仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影

（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真の撮影

（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影（3） 図面リスト及び詳細図にあるものは、棟毎に１ヵ所以上撮影

（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所（5） その他監督職員の指示する箇所

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1） 現況（着手前）、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出

（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、（2） 工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、

2222222 外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事外壁改修工事 ■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所

　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影　　　棟毎に１ヵ所以上撮影

（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、（4） 撤去範囲（周辺パラペット廻り・基礎架台廻り）、断熱材施工範囲が分かるよう、

■　撮影時期■　撮影時期■　撮影時期■　撮影時期■　撮影時期■　撮影時期■　撮影時期

■  撮影箇所■  撮影箇所■  撮影箇所■  撮影箇所■  撮影箇所■  撮影箇所■  撮影箇所

     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。     目盛が読み取れるように工夫する｡また､撮影角度などにも十分注意する。

（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの（1）撮影距離は目的物の全体が撮影されるよう、かつ、写し込んだ黒板の文字及びスケールの

（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。（2）一連の工事着手前写真・工程写真・完成写真は同じ方向、角度で撮影する。

（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、（3）各部の撮影には黒板に設計図面に表示されている名称・符号等を記入して添えるが、

（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が（4）地下工事、夜間工事、室内等の撮影については、照明に注意し鮮明な写真が

     撮れるようにする。     撮れるようにする。     撮れるようにする。     撮れるようにする。     撮れるようにする。     撮れるようにする。     撮れるようにする。

　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、　　工事着手前、下地清掃（作業中及び完了時）、下地処理（作業中及び完了時）、

　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期　　各施工手順の作業中、完成時、その他監督職員の指示する時期

      ２部提出する      ２部提出する      ２部提出する      ２部提出する      ２部提出する      ２部提出する      ２部提出する

（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）（2）工事着手前の全体写真、及び完成後の全体写真の撮影（住棟、付属棟とも）

（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、（3）工事着手前の塗膜防水施工部分、及び完成後の施工部分の撮影（各棟１ヶ所以上、

　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）　　 施工場所毎に撮影）

（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影（4）使用材料の受入れ状況 及び 使用済材料空缶の撮影

（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（5）「浮き補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上

（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（6）「ｸﾗｯｸ補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上

　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。

（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（7）「欠落補修」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上

（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（8）「防水補修面」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上

（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上（9）「剥離」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面１ヶ所以上

(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上(10）「確認検査コアー抜き」  補修標準図の補修仕様工程毎に撮影  補修種類毎に各外壁面1ヶ所以上

　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上　　 撮影  各外壁面１ヶ所以上

(11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に (11）「外装薄塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー、下塗り、上塗りの各工程毎に 

(12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 (12）「複層塗材」  現況、水洗い、下地処理、シーラー 下塗り、上塗りの各工程毎に撮影 

　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上　　 各外壁面１ヶ所以上

    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を    専用紙にてプリントアウトされたものを製本し、ネガに代わる記録媒体（ＣＤ・ＤＶＤ等）を

    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。    ウイルスチェック確認の上、２部添えて提出する。

07.04.13作成07.04.13作成07.04.13作成07.04.13作成07.04.13作成07.04.13作成07.04.13作成

08.02.12修正08.02.12修正08.02.12修正08.02.12修正08.02.12修正08.02.12修正08.02.12修正

10.03.31修正10.03.31修正10.03.31修正10.03.31修正10.03.31修正10.03.31修正10.03.31修正

10.05.31修正10.05.31修正10.05.31修正10.05.31修正10.05.31修正10.05.31修正10.05.31修正

12.03.15修正12.03.15修正12.03.15修正12.03.15修正12.03.15修正12.03.15修正12.03.15修正

3333333 台所改修工事台所改修工事台所改修工事台所改修工事台所改修工事台所改修工事台所改修工事 ■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所

     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）     (住戸内は流し台廻り・浴室・脱衣室・便所・ホール他、施工場所毎に撮影）

（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所

（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影（2）1階・中間階・最上階の住戸タイプ毎に1ヶ所以上撮影

（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影

■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期

　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の　　工事着手前、撤去作業中、撤去完了後、取替又は取付中、完成時、その他監督職員の

　　指示する時期　　指示する時期　　指示する時期　　指示する時期　　指示する時期　　指示する時期　　指示する時期

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し １部 提出

（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、

　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する

4444444 鉄部塗装工事鉄部塗装工事鉄部塗装工事鉄部塗装工事鉄部塗装工事鉄部塗装工事鉄部塗装工事 ■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所

（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影

（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する（2) 図面リスト及び詳細図にあるものすべて撮影する

（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所

■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期

　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗　　工事着手前、下地調整（施工中及び完了時）、さび止め塗装（施工中及び完了時）、中塗

　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期　　り（施工中及び完了時）、上塗り（施工中及び完了時）、その他監督職員の指示する時期

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に（1）図面リスト、詳細図に示す部位毎に現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に

（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、（2）工事着手前の各部写真、完成後の各部写真を対比出来るように整理し、

（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影

（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影（2）耐震スリット設置部分の工事着手前、施工中、完成後の撮影

（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上（3）切削補修完了後、各階2ヶ所以上

　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。　　 ※クラックスケールでの遠景及びスポット撮影とする。

（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所（4）その他監督職員の指示する箇所

■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、　　工事着手前、鉄筋探査中、試験掘り、切削作業中、切削補修完了後、スリット材敷き込み中、

　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期　　完成時、その他監督職員の指示する時期

（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出（1）現況（着手前）写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し１部提出

（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置中・設置完了）の分かる撮影

6666666 屋外整備工事屋外整備工事屋外整備工事屋外整備工事屋外整備工事屋外整備工事屋外整備工事 ■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所

（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が（1）仮設（仮設事務所等含む）の設置状況（設置前・設置完了・撤去）が

分かるように撮影する。分かるように撮影する。分かるように撮影する。分かるように撮影する。分かるように撮影する。分かるように撮影する。分かるように撮影する。

ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。ウォール、手摺、排水、舗装等の形状寸法及び配筋状況を撮影する。

舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。舗装等の路床、路盤、表層の厚さ及び施工状況を撮影する。

（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所（3）その他監督職員の指示する箇所

（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する（2）工事着手前のスリット写真、完成後のスリット写真を対比できるように整理し、２部提出する

（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。（2) 詳細図にあるものすべて撮影する。

(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影(13）「塗膜防水」  現況、下地調整、上塗りの各工程毎に１ヵ所以上撮影

(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所(14）その他監督職員の指示する箇所

14.04.01修正14.04.01修正14.04.01修正14.04.01修正14.04.01修正14.04.01修正14.04.01修正

15.04.01修正15.04.01修正15.04.01修正15.04.01修正15.04.01修正15.04.01修正15.04.01修正

■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期■ 撮影時期

　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。　　工事着手前、各工種工程毎の完了時、その他監督職員の指示する時期。

■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数■ 提出部数

（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。（1）現況（着手前）写真、仮設工事写真、各工程写真、完成写真の順序に整理し、１部提出する。

（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。（2）工事着手前の全体写真、完成後の全体写真を対比出来るように整理し、１部提出する。

アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業アスベスト含有材処理作業 ■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、■ アスベスト含有の成形板、屋根材、外壁仕上塗材の除去処理を行う際は、7777777

17.06.01修正17.06.01修正17.06.01修正17.06.01修正17.06.01修正17.06.01修正17.06.01修正

養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。養生及び除去作業を撮影する。外壁補修工事については、補修作業毎、補修種類毎に撮影する。

時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。時のアスベスト含有仕上塗材除去作業を撮影する。

■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）■ 外壁仕上材にアスベストを含む場合、アンカー設置(足場壁つなぎ、アンカーピンニング含む）

　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する　　 ２部提出する

5555555 耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事耐震スリット設置工事 ■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所■ 撮影箇所

　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出　　 整理し１部提出

各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上各棟２ヶ所以上

    以上のものとする。    以上のものとする。    以上のものとする。    以上のものとする。    以上のものとする。    以上のものとする。    以上のものとする。

    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。    施工内容等が不明確な場合は、説明図や説明文を添付し、より分かりやすくすること。

　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。　　 ただし、流し台廻りについては、流し台設置前・設置後の撮影を全住戸行うこと。
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250

E
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E電

外

ﾐﾗｰ

外灯

外灯

パーゴラ

塵芥
置場

電気室

受水槽

自
転
車
置
場

自
転

車
置
場

自転車置場

集会所

電気室

受水槽

塵芥
置場

電気室

受水槽

自転車置場

樹木

外灯引込盤

道路標識
（一方通行）

1
,
8
0
0

4
,
0
0
0

1
8
0

外灯 外灯

外灯 外灯 外灯

外灯

工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２

1/300

工 事 概 要

電気設備撤去工事

工事概要・現況配置図

（     枚の内）No.

ｶｰﾌﾞ
ﾐﾗｰ

歩
道

歩
道

植 込

電柱（ﾋﾗｷＮ6 9615） 電柱（ﾋﾗｷＮ6 9515）

道
路

歩
道

イロハニホ
ヘ

トチリヌル

配　置　図　1/300

樹木撤去リスト

記号 Ｗ Ｈ 記号 Ｗ Ｈ 記号 Ｗ Ｈ

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

チ

リ

ヌ

ル

幹周

0.76 6.0

2.0

3.0

1.0

0.77 3.0 6.0

2.01.0

0.69 3.0 6.0

2.01.0

0.86 3.0 6.0

2.01.0

0.66 3.0 6.0

幹周 幹周

2.01.0

0.57 3.0 5.0

鉄棒 ﾍﾞﾝﾁ

外灯
遊具

2,500500 5002,500500 500

2,000

仮設自転車置場

006 21

工事場所

施設 構造 階数 建築面積 床面積 軒高 最高部高

駐車場 鉄骨造 平家建
撤去工事

・コンクリート壁面、石綿含有仕上塗材（下地調整材共）除去工事

・Ｒ階駐車場（鉄骨造）、自走スロープ部（ＲＣ造）撤去解体工事

・１階駐車場アスファルト舗装全面撤去　・ＧＬ下部撤去範囲は図示による

監督員事務所

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

8,
00

0

5002,500500

2,000
◆　一般事項

・本工事に必要な官公署その他の手続きは速やかに行うこと。

・本工事に伴うガラ等の撤去材は速やかに場外処分すること。

・安全対策については現場の状況に応じ適切な方法を講じること。

・本工事により破損を生じた場所は既存に倣い補修のこと。

・解体にあたり電気引込み架空線の養生に努め十分な注意をすること。

◆　工事仕様書

・1階駐車場床面は既存のままとし、鉄骨柱ベースプレート上端でガス切断としコンクリート基礎は存置する。

・アスベスト含有建材（外壁塗材、下地調整材）にアスベストは含有とする。

・工事範囲内にある廃棄物については、関係法令に従って適切に撤去処分すること。

・図示範囲（仮設計画兼撤去範囲平面図）の解体撤去工事を行う。

・図示範囲（仮設計画兼撤去範囲平面図）の解体撤去工事を行う。

・照明設備（屋外陣笠タイプは除く）

・自動火災報知設備

上記設備に伴う露出配管、ボックス及び配線の撤去を行う。

撤去機器

照明器具

照明器具

照明器具

照明器具

自火報受信機

総合盤

熱感知器

自動点滅器

電線

電線

電線

電線

電線

ケーブル

ケーブル

ケーブル

ケーブル

レースウェイ

電線管

電線管

電線管

プルボックス

プルボックス

丸形露出ボックス

仕様

ＦＬ40Ｗ×2

ＦＬ20Ｗ×1

ＨＦ100Ｗ×1

ＨＦ100Ｗ×1

P-2-5L

発信機・ベル・ランプ

差動式スポット

HIV1.2

HIV1.6

IV1.6

IV2.0

IV5.5

HP2.0-2C

VVF1.6-3C

VVF2.0-2C

CV5.5-2C

40×40

G16

E19

E25

150×150×100

100×100×50

（19）1方出

数量 単位

撤去機器材リスト

備考

壁面取付

Ｒ階　（ﾎﾟｰﾙ3.5ｍ共）

Ｒ階　壁面取付

3号館住棟受信機へ移報あり

レースウェイ用

1 個 撤去後、駐車場電灯分電盤上部H形鋼に移設。

　又、必要に応じ絶縁カバーの取付等関西電力と打合せを行うこと。

・雨水排水の整備（既存雨水会所、既存排水街渠）
撤去跡整備工事

（注記）

１.蛍光ランプ、水銀ランプは再資源化施設にて再資源化を行うこと。

5.埋込配管配線については、配線のみ撤去すること。

住棟受信機にて結線を外し、表示を空白にすること。

4.自火報受信機の警報が、3号館住棟受信機に移報されているため、3号館

3.消防設備の廃止手続きを行うこと。

2.駐車場電灯契約の契約内容を電力会社に確認し、必要な場合契約変更

手続きを行うこと。

自動点滅器 1 台 支持金具に取付

新設機器材リスト

ケーブル EM-EEF1.6-3C 2 m

移動式粉末消火器

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月

大阪市○○区○○　◇丁目◇番 サンプル住宅○号館（◇◇◇駐車場）

・○○台の屋外駐車場整備を施す
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凡　　例

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２
工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

1/200

建物解体範囲を示す

コンクリートウオールH=840(ｱ)180先行解体

コンクリート土間(ｱ)150先行解体

アスファルト舗装(ｱ)50先行解体
（路盤鋤取り）

仮囲

UP

2,
00

0

UP

E

電

E電

外

外灯
外灯

1
,
8
0
0

4
,
0
0
0

1
8
0

道
路

外灯

道路標識
（一方通行）

Ｇ

一方通行

パネルゲート

4
,
4
0
0

コンクリート土間(ｱ)150先行解体

アスファルト舗装(ｱ)50先行解体
（路盤鋤取り）

電気室

受水槽

塵芥 置場

自
転

車
置

場

自
転

車
置

場

自転車置場 自転車置場

塵芥 置場

電柱（ﾋﾗｷＮ6 9515）電柱（ﾋﾗｷＮ6 9615）

コンクリート土間カッター切り

引込盤

歩
道

Ｂ

Ｂ

（     枚の内）No.

置場塵芥

電気室

受水槽

養生敷き鉄板仮設計画平面図　1/200

道
路

歩
道

4
,
4
0
0

H=840(ｱ)180先行解体
コンクリートウオール

ﾐﾗｰ
歩
道

歩
道Ｇ

外灯外灯

階段先行解体

ﾐﾗｰ

Ｃ 団地内通路

仮設計画兼撤去範囲平面図　1/200

仮設計画兼撤去範囲平面図

Ａ

パネルゲート位置を示す

工事用進入口

Ｇ ガードマン配備位置を示す

自転車置場折版屋根取外復旧

枠組足場Ｗ＝900を示す

仮囲

仮囲

仮
囲

仮
囲

仮
囲

Ａ

コンクリートウオールH=840(ｱ)180先行解体

007 21
防犯灯位置ヲ示ス（８灯）

養生敷鉄板914×1829ｔ22敷込範囲を示す

コーナーから２ｍはクリアパネルとする

コーナーから２ｍはクリアパネルとする

コーナーから２ｍはクリアパネルとする

コーナーから２ｍはクリアパネルとする

2
,
0
0
0

2,000

（ポリカーボネートt2）

（ポリカーボネートt2）

（ポリカーボネートt2）

（ポリカーボネートt2）

鋼製仮囲い（H=3000）範囲を示す

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月
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900 300

防音パネル

鉄骨階段
先行解体
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900

1
,
7
0
0

1
,
7
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900 300
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900

9
0
0

80
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鋼製仮囲い

工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２

1/50 （     枚の内）No.

2,500

歩道

花壇

防音パネル

Ｂ－Ｂ断面図

2,500

防音パネル

仮設断面図

008 21

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事
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原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２
工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図仮設材詳細図

自在クランプ

1,8001,800 1,800

自在クランプ

直交クランプ

鋼板ｔ1.2×3,000

1
,
2
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

3
3
0
0

1
,
2
0
0

2
0
0

3
,
0
0
0

1,550

自在クランプ

Ｌ＝4500＠1800

Ｌ＝3000＠3600

3
0
0

自在クランプ

直交クランプ

Ｌ＝1700

Ｌ＝2000

1/50鋼製仮囲い詳細図 1/50パネルゲート詳細図

鋼管支柱仮囲い(鋼板ｔ1.2)

特記仕様

支柱・胴縁等単管パイプは全て外径48.6φ×ｔ2.4とする。

1
0
0

※

※安全支障のある場合は100を0とする。

特記仕様

門扉本体については日本機電(株)(NKパネルゲートPGN型)、太陽工業(株)(パネルゲート)、オカモト産業(株)(OKパネルゲート54型)、又は同等品以上とする。

基礎コンクリート設計基準強度Fc = 18 N/mm
2
､スランプ15cm 施錠金物及び南京錠付。

パネル 補強ワイヤー6.3φ

再生クラッシャラン

RC－40

両開き

4
,
5
1
0

3
,
0
0
0

GL

1
5
7

1
,
0
0
0

1
0
0

梁

ブレース

メッシュ材

パネル

落し棒　2ヶ所

□－100×100×2.3柱

□－100×100×2.3

700×
700

5,000

（     枚の内）No.1/50

くぐり戸

A・BOLT　4－16φ

2,000

500 2,500 500 500 2,500 500

単管パイプ48.6φ
クランプ

桟木栂60×30

屋根塩ビ波板(ｱ)0.8

500 2,500 500

1
,
0
0
0

5
0
0

単管パイプ48.6φ

仮設自転車置場

断面図　1/30平面図　1/100

009 21

自在クランプ　48.6

パイプ 2.4×48.6

1,800

900 900

1
5
0

1
,
3
5
0

1
,
3
5
0

1
5
0

3
,
0
0
0

GL

クランプ　48.6
鋼板 t1.2×H3,000

1/50

ポール姿図

防犯灯（参考図）

パナソニック（株）

NNY20450LE1相当品とする

照明器具姿図

（光束維持率70％）

本　体：ＡＳＡ樹脂

前面パネル：アクリル

落下防止ワイヤー付

光源寿命：60000時間

防犯灯：仕様

横パイプ

自在クランプ　48.6

筋
違
パ
イ
プ
 2
.4
×
48
.6

クランプ　48.6

LED防犯灯

柱パイプ

自在クランプ　48.6

3
,
5
0
0

4
,
8
0
0

自在クランプ48.6

筋違を示す

単管パイプ48.6φ

根がらみ材（各スパンとも）

2
,
6
0
0

2
,
5
0
0

根がらみ材（各スパンとも）

8
,
0
0
0

500 2,500 500

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

屋根勾配
屋根勾配屋根勾配

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２

1/200

現況撤去平面図

2階 撤去範囲を示す

（     枚の内）No.
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1,00039,200

10,300 50023,4001,000
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移動式粉末消火BOX撤去
（消火器共）

移動式粉末消火BOX撤去 （消火器共）
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Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ
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目隠しフェンス　H=1200
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ
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計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）
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（     枚の内）No.
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①
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アスベスト含有塗材複層塗材（吹付けタイル）除去①
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ
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計
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務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）
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RC壁配筋

上端筋　D13@200 ダブル
下端筋　D13@200 ダブル

RCスラブ配筋
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）
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図 面 名 称
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製      図
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工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号
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原寸図面サイズ
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務
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大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）
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原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２
工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図
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既存看板
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原寸図面サイズ
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計
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務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２
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自転車置場 自転車置場

自
転

車
置

場

自
転

車
置

場

電気室

受水槽

置場塵芥

②

③

④

（     枚の内）No.

歩
道

ﾐﾗｰ
ｶｰﾌﾞ

歩
道

柱撤去跡排水街渠改修位置を示す

縁

縁

縁

縁石新設

駐車場車止め新設

⑥

⑦

⑤ 駐車場整備（新設）

②
③

撤去跡改修平面図

019 21

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

⑤

自転車置場屋根折版復旧

⑦ ⑦

車輛進行方向標示ライン引き

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

±0

－80

コンクリートウオール新設

－350－350－350

－100

－100

－80 －80 －80

－350

－350

－350
－350

Ｍ 既存マンホールレベル調整を施す

既設雨水会所位置を示す

アスファルト舗装水勾配を示す

－80 仕上計画高さを示す

4
,
4
0
0

⑥

④

①ーＢ

①ーＢ

①ーＡ

①ーＡ
新設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

表層のみ範囲を示す①ーＢ新設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

範囲を示す

6
,
1
0
0

⑧

5
,
0
0
0

6
,
1
0
0

④

⑧
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1/10 1/100

仕　様

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２
工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

（     枚の内）No.

② ③

撤去跡改修部分詳細図

020 21

車止め（Ｐ）（新設） 1/10　1/20④

⑤ ⑥

4
00
0

1
0
00

200

600

30
0

350 区画線

Ｎｏ.文字

車止め（Ｐ）

2500

・区画線、Ｎｏ.は、ラインファルト白線を使用（加熱式）

　　区画線　幅150ｍｍ　　　Ｎｏ.文字　幅50ｍｍ

・図示及び係員の指示による。

仕　様

2500

駐車場整備 1/100

柱撤去跡排水街渠詳細図（改修）

4
0
0

コンクリート街渠
天端金こて押え

平面図

1
0
0

1
0
0

コンクリート街渠

天端金こて押え

再生クラッシャラン

Fc = 18 N/mm
2
､スランプ15cm街渠コンクリート設計基準強度 ・細川コンクリート工業　NSP-120B 又は同等品とする

・詳細はメーカー仕様による

仕　様

コンクリート境界ブロックはJIS　A5371(プレキャスト無筋コンクリート製品)の

コンクリート設計基準強度

目地モルタル(セメント1：砂2)、目地巾10mm

=Fc 18 N/mm
2 スランプ15cm

歩車道境界ブロックとする。

（RC-40）

縁石 （新設） 1/10

Fc = 18 N/mm
2
､スランプ15cmコンクリート設計基準強度

仕　様

コンクリートウオール詳細図（新設）

目地モルタル(セメント1：砂2)、目地巾10mm

プライムコート

細粒アスファルト（ア）４０

砂利

4
0

既
存
路
盤
整

正

路床

600 600 600

4
0

8
0

1
2
0

10080

180

車止めキャップ

車止めロングピン

接着剤

アスファルト舗装

記　号

アスファルト舗装（車） 団地内道路4Ｍ～5Ｍ（車道用）

ａ ｂ

40 150

ａ
ｂ

プライムコート

表層

路盤

路床

生アスコン(細粒アスファルト)

砂利

転圧前転圧後

①ーＡ

仕　様 ・転圧は、ローラー転圧とする。

1/30

アスファルト舗装（表層のみ） 1/10①ーＢ

150

150

1
0
0

1
0
0

2
0

2
0
0

50 50

歩車道境界ブロック

1
0
0

敷モルタル（空練）
セメント1：砂3

再生クラッシャラン

（RC-40）

現場打コンクリート

8
4
0

2
5
0

2
0
0

5
0

1
5
0

180

50 600 50

金コテ仕上

＊両面コンクリート打放シ

素地仕上

たて筋

Ｄ10　＠200

よこ筋
Ｄ10　＠200

ベース主筋
Ｄ10　＠200

捨コンクリート

再生クラッシャラン

RC－40

ベース配力筋
Ｄ10　＠400

Ｄ13

(150/170×200×600)

路面標示 道路用 （新設）

600

1
,
2
0
0

2
,
5
0
0

150

参考：塗装面積0.586ｍ2

⑧

Ｄ13
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Ｗ ２ 内外部

工 事 名 称

図 面 名 称

縮      尺 図 面 番 号

製      図

原寸図面サイズ

設
計
事
務
所

大阪市住宅供給公社住宅管理部（住宅整備課）

Ａ２

解体建物

近隣家屋調査範囲図

近隣家屋調査表（事前・事後）

番号 構造 階数 調査範囲
公園

Ｗ２

①

Ｗ２
②

Ｗ２
③

Ｓ１

⑤

Ｓ３
⑥

①

②

③

④

⑤

⑥

Ｗ２
④

Ｗ ２ 内外部

Ｗ ２

Ｗ ２

Ｓ １

Ｓ ３ 内外部

塵置場

電気室

受水槽

Ｗ＝木造　　Ｓ＝鉄骨造

＝家屋調査調対象建物

（     枚の内）No.

内外部

内外部

内外部

解体建物から１５ｍライン

住宅

用途

住宅

住宅

住宅

事務所

住宅

近隣家屋調査範囲図　1/700
1/700

延面積

130㎡

125㎡

100㎡

100㎡

165㎡

240㎡

021 21

サンプル住宅○号館自走式駐車場平面化工事

○○年○○月


	000 表・図面リスト
	001 附近見取図2
	002 特記仕様書（1）】
	003 特記仕様書（2）】
	004特記仕様書（3）
	005 特記仕様書（工事記録写真撮影要領）】
	006 工事概要・現況配置図
	007 仮設計画兼撤去範囲平面図
	008 仮設断面図
	009 仮設材詳細図
	010 現況撤去平面図
	011 現況撤去立面図
	012 現況撤去断面詳細図
	013 スロープ詳細図(1)
	014 スロープ詳細図(2)
	015 現況撤去階段詳細図
	016 現況撤去梁伏図
	017 現況撤去軸組図
	018撤去部分詳細図
	019 撤去跡改修平面図
	020 撤去跡改修部分詳細図
	021 家屋調査範囲図



